
廿日市市公共施設包括管理業務委託に係るサウンディング型市場調査募集要項

１ 調査の目的

廿日市市では、公共施設マネジメント基本方針に基づき、施設の効率的・効果的な管理を行う

ため、公共施設包括管理業務委託を平成 28 年度から導入し、公共施設の適正管理と業務量の低

減を図っています。（第 1期：平成 28年度～令和元年度、第 2期：令和 2年度～令和 6年度）

現在、令和 7年度（令和 7年 4 月 1 日）からの第 3期公共施設包括管理業務委託の実施に向

け、対象施設や業務の拡大、より効果的な施設管理を行うための手法について検討しています。

今回の調査は、第 3期公共施設包括管理業務委託の公募に向け、民間事業者との対話を通じ、

業務範囲等の拡大の可能性やより効果的な業務手法について把握し、民間事業者にとっても、参

加しやすい公募内容を整理するために実施するものです。

２ 調査の概要

（1） 調査の名称

廿日市市公共施設包括管理業務委託に係るサウンディング型市場調査

（2） 調査の対象

① 対象施設

全施設（約５００施設）

② 対象業務

  保守点検業務（約６０業務）

  修繕業務

  その他点検業務（巡回点検業務等）

※あくまでも、検討中の全施設数及び業務数であり、今後、対話等を通じて、対象を絞って

いく予定です。

（3） 内容

効果的な施設管理の手法等、市場性の有無

３ 調査の流れ

（1） 全体スケジュール

（2） 対話参加の申込み

① 別紙「市場調査参加申込書」に必要事項を記入の上、令和５年６月９日（金）１７時まで

内容 日程

募集要項の公表 令和５年５月２５日（木）

対話参加の申込み期限 令和５年６月９日（金）

対話の実施
令和５年６月１２日（月）

～令和５年６月２３日（金）

対話の概要の公表 令和５年６月末以降



に「５ 受付窓口」にメールで提出してください。

② メールの件名は、「【市場調査】対話申込み（事業者名）」としてください。

（3） 対話の実施

対話は、事業者の創意工夫やノウハウを保護するため、個別に実施します。日時等について

は別途調整の後、連絡します。対話のために必要な資料がある場合は、持参してください。

対話の内容（予定）

  業務期間について

  対象施設、対象業務の範囲について

  修繕業務の定額経費計上について

  公共施設マネジメントに関するシステムとの連携について

  ＤＸの取組について

  受託にかかる必要準備期間（人員確保、現地確認等）について

  その他

（4） 対話結果の概要の公表

対話の結果については、概要を廿日市市ホームページで公表します。また、公表にあたって

は、参加者名や事業者のノウハウに係る事項は公表しません。

４ 留意事項

（1） 参加除外条件

次のいずれかに該当する場合

  暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

から第４号までまたは第６号の規定に該当する者

  無差別殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に基づ

く処分の対象となっている団体及びその構成員

（2） 参加の扱い

対話への参加実績は、事業者公募における評価の対象とはなりません。

（3） 対話に関する費用

対話への参加に要する費用は、参加者の負担とします。

（4） 説明資料等

持参された説明資料については、返却しません。

また、廿日市市は、対話結果の概要の公表、事業実施の検討以外の目的で、使用しません。



５ 受付窓口

廿日市市経営企画部公共施設マネジメント課 （担当：濱崎、酒屋、河﨑）

所在地：〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目１１番１号

電話：0829-30-9169

FAX：0829-30-1059

E-mail：komane アットマーク city.hatsukaichi.lg.jp

※アットマークを＠に変えて送信してください（スパムメール対策）


